
上空100mから見た釜石市鵜住居町で建設中の防潮堤（ドローン空撮）：2017年11月 佐藤孝治教授撮影

１. 誰でも会員になれます。

２.  申込書は自治研センター事務局にあり

ます。会費は個人会員月 1,000 円、賛助会

員月 700 円のどちらかを選び、１年分を

そえてお申しこみください。

３.  詳細は自治研センター事務局

☎ 045（251）9721へご連絡ください。

１.  自治研センターの「自治研かながわ月報」

が送られます。

２.  「月刊自治研」（自治労本部自治研推進委

員会発行・Ａ５版・80 ページ程度・定価

822 円）が毎月無料で購読できます。

３.  自治研センターの資料集が活用でき、

調査研究会などに参加できます。
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 編集後記

　神奈川県立がんセンターにおける重粒子線治療の存続危機が報じられたのは昨年12月のこと

であった。放射線治療の専門医が相次いで退職の意向を示し、「先進医療」に指定された治療継

続が危ぶまれたこの問題については、県がひとまず医師の人員配置要件を確保し、1月24日に

3月末までの治療継続の見通しが立ったことを明らかにした。県は120億円を超える予算を投じ

て、世界最先端のがん治療施設として重粒子線治療施設を建設し、2015年12月から稼働させて

きただけに、知事の肝入りで問題解決に取り組んでいるようである。

　とはいえ、この間の医師不足の影響で患者の新規受け入れは制限され、前年同時期の約4分

の1に減少、重粒子線治療を受ける患者4人が他の医療機関に移ったとされる。県が原因究明の

ため設置した調査委員会は、退職した放射線専門医と病院を運営する県立病院機構とのコミュ

ニケーション上の問題を指摘したが、医師と運営側は、藁にもすがる思いで先進治療を望む患

者の存在をどう捉えていたのだろうか。各地で公立病院の独法化は進むが、医療提供に関わる

行政の責任とリスク管理は不可避のはずである
 

（谷本有美子）

巻頭言
　１月２２日、１５０日間にわたる第１９６回通常国会が開幕した。安倍首相は今国会を「働

き方改革国会」とし、残業時間の上限規制を柱とする関連法案などを重要課題と述べて

いるが、やはり気になるのは改憲の動きだ。首相は、施政方針演説では「国のかたち、

理想の姿を語るのは憲法です。各党が憲法の具体的な案を国会に持ち寄り、憲法審査会

において議論を深め、前に進めていくことを期待します。」と述べるにとどめ、各党議論・

憲法審査会での議論に委ねる物言いとしている。しかしながら、同日の自民党両院議員

総会では、憲法改正について、「いよいよ実現する時を迎えている」と表明しており、や

はり胸中では今年中の改憲発議を実現する腹づもりだろう。

　改憲議論の中で、クローズアップされているのはやはり９条の問題。

　首相は、自衛隊について「違憲の疑いを指摘されている現状を解消したい」ことが９条

改正の理由としている。しかし、政府は、現行憲法でも「合憲」であると解釈しているし、

私が所属する自治労の考えは置いておいても、現実の問題として国民の多くが自衛隊の

存在を認めている。

　軍備の強化や軍隊の創設を求めているのかと思えば、９条１項（戦争放棄）、２項（戦

力不保持）を堅持するとも表明しており（自民党改憲４項目では２項は維持・削除の両論）、

あえて、改憲する必要があるとは理解しがたい。また、政府が言うとおり集団的自衛権

の行使は合憲ならば、そのことからも改憲は必要ない。

　自民党改憲４項目では、幼児教育など教育全体の無償化、国政選挙における合区の解消、

緊急事態などもあるが、これらについても、現行法の整備で対応できるという意見もある。

首相は一体何が目的で憲法を変えたいのか？

　首相の改憲への思いの中核は「戦争のできる国」への布石と思うが、最近の言動はちょっ

と異なって見える。国会においては改憲勢力が両院で３分の２を超え、憲法改正発議の

要件を満たしている。今なら改憲できる。言うなれば、今まで誰もやっていない「憲法

改正を成し遂げた」という実績を残せる。いつのまにかそこが目的になっている気がする。

　実際にそのレールに乗ってしまえば、残るは国民投票。２００７年衆院法制局の試算によ

ると、国民投票には約８５０億円の費用がかかるとのこと。個人の実績残しに費やすには

あまりにも膨大な費用だ。

　言うまでもなく、憲法は国の統治の根幹となる基本的な原則をさだめるものである。

熟議こそあれ変えることが目的になるのはもってのほか。ましてやその後ろに改正では

なく改悪がみえるのであればなおさらのこと。立法の最高府における野党の奮闘を期待

する。
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 2017 年 11 月 29 日神奈川県地域労働文化会館において神奈川自治研センター2017年度第 1 回

神奈川まちづくり研究会が開催され、神奈川大学経済学部教授で、神奈川自治研センター理事の佐

藤孝治氏より「東日本大震災の教訓―空撮映像を通して考える現状の問題点」をテーマにご報告を

いただいた。本稿は、その報告要旨とドローン空撮映像をもとに編集部にて原稿案を作成し、佐藤

氏が加筆・修正したものである。 
 
 
１ 東日本大震災の構造的特徴 

 

（1）震災復興の現状 

 2011年 3 月に発生した東日本大震災から

約 7年を経た今日、震災復興の現状としては、

依然として嵩上げ工事の進行、付け替え道路

の整備、移転用地のための森林伐採、高台の

切り崩しなどが続けられています。これまで

の集中復興期間に復興予算 27 兆円のかなり

の部分を投入して、三陸沿岸などの被災地で

大型の土木工事が行われてきました。 

岩手県の陸前高田市や山田町などでは巨大

な防潮堤の建設が進められています。防潮堤

の建設工事について住民の方たちは極めて複

雑な気持ちで受け止めています。山田町中心

部に建設中の約10ｍの高さの防潮堤について

は住民の聞き取りをした時に、「山田刑務所

の塀」という皮肉な言い方をしていた方もい

ました。 

刑務所の塀のような高さの壁が眼前の山田

湾の前に作られて、風光明媚で漁業を中心と

した生活の場であるのに海が全く見えなくな

る景色になりつつあります。このように、三

陸の沿岸部には海の見えない、海から遠ざけ

られた暮らしが出現してきています。 

また、災害公営住宅の建設や高台への集団

移転事業は徐々に進捗しつつあるようですが、

一方で復興の名の下で自然環境の破壊や地域

社会の解体も進んでいるのではないかと感じ

ています。特に被害の大きかった三陸沿岸の

被災地としての陸前高田市、大槌町、山田町

などで、人口流出による人口減が顕著になっ

ていますので、震災復興の最大規模の実験が

行われている陸前高田市だけの問題ではない

と思います。 

この点について、『岐路に立つ震災復興 

─ 地域の再生か消滅か』（長谷川公一・保母

武彦・尾崎寛直編、東京大学出版会、2016

年 6 月）の中で、「インフラ整備およびハー

ド面での復興は表面上進みつつあるが、被災

地が地域崩壊の方向に進みつつあることをど

うすれば食い止めることができるのか」とい

う率直な疑問が投げかけられています。 

 1995 年 1 月の直下型の断層地震によって

2017 年度第 1 回神奈川まちづくり研究会 

 

東日本大震災の教訓 

—空撮映像を通して考える復興の問題点－ 

 

神奈川大学経済学部教授／神奈川自治研センター理事 佐藤孝治  
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発生した 神・ 路大震災と て、東日本

大震災は海 型の ー によって き こ

された地震です。東日本大震災は海 型地震

が 続して 3 所で発生した巨大地震であり、

の 上でも 20 の に大き

な地震であったことに する 要がありま

す。 

 

（2） 大震災の  

東日本大震災の被害規模の大きさや 域

については、これまでの研究会で報告しまし

たが、東日本大震災の 特 として、第

一に、 によって 県の 川町や 三陸

町、岩手県の陸前高田市や大槌町などでは、

町の中心部が壊滅 な被害を受け、町 場も

の大きな被害を受けたために行 が

一時 に してしまったことがあげられま

す。陸前高田市では、約 3分の 1の が

されました。 

地方自治体が行 を た ないという

事 は、 神・ 路大震災ではなかったこと

です。 直下地震、 の海 型地

震、 海 ラフ地震などの今 発生する巨大

地震への を考える上で、東日本大震災で

生じたような行 の 全や という問

題が こってくることを しておく 要が

あるだ うと考えています。 

 第 の特 として、原発震災との複 と

いうことがあります。地震・ による全

、 の 、 ンとい

う 事 が発生して、 に 域 な

が こりました。現 でも、 第

一原発の の地域には、 された土、木

の や などの を入れた大 の が

まだ かれたままで、2015 年 3 月に全 開

通した 自 道の上からもこれらの

を集 した き場を見ることができます。 

 第三の特 としては、東 地方という

に見ても で な地域だったとこ

が、 によって集中 に被災したという

事実であり、その はとても大事なことだ

と思います。な 東 地方が で

な地域として われてきたのかというと、

日本の でもそうでしたが、特に、

日本の 土 や全 開発 の中で

き りにされてきた地域であったということ

は できないと思います。 

土の ランド インの中で、高 道路

や にしても、東 地方というのは

本 の中では に最 に実現する地域になっ

てきました。中 集 な 土 のもとで、

土経営の 率化や地域間の分業体 が し

進められてきましたが、そのような 土の

ランド インの として、東日本大震災

が こった時に、複雑な 海岸の が

る三陸沿岸部にどういうことをもたらしたの

かという 点も 要だ うと考えています。 

 また、高 化した地域の集中 な被災とい

うことでは、 神・ 路大震災も じような

を持っていましたが、65 上の高

が の を めている中で、東日本

大震災では による ということで、

高 の が 神・ 路大震災の場 よ

りも高くなっていました。高 社会における

巨大災害の発生という現実はきちんと さえ

ておく 要があると思います。 

 第 に、 被害による漁業や 業への

という点では、 々の生活再建だけが問題

ではなく、生業としての漁業や 業の再建が

大きな 題となりました。復興 の によ

れば、 業はかなりの部分で再開できたが、

漁業についてはまだまだそのように言えない

部分が っています。三陸沿岸部は、

の漁場を えており、漁業、 、

の流通・加工が 業となっています。 

 高 化による い手の減 や人口流出は、

中山間地や と じ で、震災 前

からの漁 の 立 と 層が沿岸部に
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住化できるかどうかは の問題でもあり

ます。 

 最 の特 としては、2005 年 に加 し

た「 成の 域 」の 害があげられます。

成の 域 がもたらした を、地方自

治に する人間としてよく見ておかないと、

海 ラフ巨大地震、つまり 日本大震災が

発生した時に、どういうことが生じてくるの

か見えてこないだ うと思います。 

東日本大震災は、 成の 域 からわ

か 6年 に発生しました。 域 によって

自治体と地域住民の が遠くなってい

たという現実が、東日本大震災の発生によっ

て表面化したということをきちんと見ておく

要があるだ うと思います。 

な特 として取り上げた問題は、ど

れ一つを取り上げてもとても 要な問題です

が、 がそれ 取り上げない 域

の問題点については、地方自治に わる か

ら東 地方で が こったのかということを

きちんと整理して、 していくことが、

の大規模災害に する地域や地方自治体の現

場での備えにつながっていくと思います。 

 

 東日本大震災の の  

 

（1）震災復興の 大  

震災復興の問題点ということで、三陸の被

災地というのは巨 の復興予算が まれ

た震災復興の 大な実験場であると考えても

よいと思います。前 しましたように、東

地方の中でも三陸沿岸部というのは の

高い地域だったのですが、東日本大震災によ

って現 の日本社会が える社会問題の最前

に として き出されてしまったという

のが、 県から岩手県に がる三陸沿岸部

の地方自治体あるいは地域社会の だ うと

思います。 

 成の 域 によるもともとの問題点と

して、町 場が 所になり、 は

減され、行 ー の 下がいわれま

したが、 々な文 を んでみると、

域 した 市と 域 しなかった 川

町の復興の いというのは、 してみる

要があるように思います。 

 市は くらいの町 と して、現

の 市ができあがっています。そうする

と、もともとあった町 場が 所になっ

た。地方自治体としての を持っていると

いいながらも、 域 しなかった 川町と

て 市の行 には くの問題が現

れているように思います。その のことを考

える 要があります。 

 それから、 海岸の三陸沿岸ではそ

れ れの が生活の場、生業の場であり、そ

こが によって被災したということをどう

いうことかよく考えてみる 要があります。

日本 の中で、三陸沿岸の 海岸がど

ういう地域として づけられてきたのか、

あるいは の中に し められてきたのか

というとこ を考えなければいけないという

ことです。 

今 の東 地方のあり方を考えた時、 か

ら人が入ってくることが でない り消滅

するのは けられないだ うと考えています。

部から人が入ってきて、そこで生活ができ

る環境が三陸沿岸の入り や地域社会にある

のかどうかという問題を考え、 していく

ことが、 ランテ 団体や東 の被災地

を行っている団体のこれからの になっ

ていくのではないかと考えています。 

 

（2） の  

住宅再建の問題としては、建 で災

害 域に されているとこ は、建

を建てることができないが、これが たして

だったのかどうか が 要です。日本

学 会 でもこの規 が かどうかという
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ことを再考する 要があると しています

が、 もそのように考えています。一 に

住 での や を 止するというの

が、 たして地域社会にとって ラ になる

のかどうかということを考えなければいけな

いと思います。 

設住宅は本 年間の 住を前 に作ら

れたものですが、もともと であり、

地 になっていないとか、防 でないとか、

がないとか、い んな問題が出ていま

した。 設住宅にまだ 住されている方が

いるということは、今 考えなければい

けない問題を しています。 

2016 年 月の 本の 地震の被災地で

も 設住宅は作られたが、おそらく 本でも

設住宅は 年間だけの住まいではなく、

分 年の住まいになっていくだ うと

像できます。 本でも じ問題が こってい

ますので、 設住宅を 年間の住まいとして

用年 年の建 を作るということは、今

発生する大規模災害を考えていく上で考え

直す き問題ではないかと思います。 

 災害公営住宅の整備は進んでいますが、経

済 の しい高 ど が されて

くるという面があるとともに、災害公営住宅

の 成によって、 設住宅で 成されていた

テ が崩れていくということも こ

りえると思います。 

神・ 路大震災の教訓として、 や

自 を出さないようにするために、地域で

の け いの みが作られましたが、この

みが たして しているのかどうか問

題があるように思います。 えば、三陸沿岸

にある ン に 時前からものすごい

行 ができているという状 をどのように理

解すればよいのか。これは、 に

や自 などにも がる要 になり るのでは

ないかと思われます。 

もう一つは 宅 を 化しない り、

三陸沿岸部で災害公営住宅が建設され、高台

への集団移転によって、住宅が整っていった

としても、住んでいるのは高 の 人暮ら

しとか、高 の一人暮らしだけであるとい

う になると、 による とか地域によ

る ができない になっていく があ

ります。 

これまでの の テ が して

いる地域と って、東 の三陸沿岸部では

宅 というのは の で考えていく

要のある問題ではないかと思います。 

 

（ ）復興理 の  

 東日本大震災からの復興の理 をどう考え

るのかということが依然として大きな 題と

して っています。民 の時に、復興

会 で色々な理 が出されていますが、

一つはっきりしているのが、 、日本社会

の中に く してきた「 中心 」

の考え方というものが復興の考え方の中にあ

るのではないかということです。 

被災地に巨大防潮堤を り ら ると

いう考え方は、まさにその を している

のではないかということを感じています。陸

前高田市で建設が進められている巨大防潮堤

の を大型 ン ーが っていた が思い

出されますが、大型 ン ーもまるで

ラのように さく見える どに巨大な

としての防潮堤が作られています。 

第一原発の事 もそうですが、 たち

は自然を 全に ン ロー できないという

ことを再 する 要があるのではないかと

考えています。 は大学の授業でも「原発が

全ならば、 の館山や の

発 所に原発を建設すればよい、もしそれ

ができないというのであれば、それは 全で

ないから作れないのではないかという を

の住民は持たなければいけない」とい

うことを り し言ってきました。原発は
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ン ロー できないものであるという を

持っていることが大事ではないかと思います。 

震災復興の理 を 中心 から社会

通 本という みで再 するというこ

とが、 たちにとってとても 要なことでは

ないかとも考えています。 

に した『岐路に立つ震災復興─ 地

域の再生か消滅か』の第 2 「震災復興 5年

の と教訓」という 文の中で、保母武彦

氏が「その復興とは再びこの地で人間社会が

営まれる社会 を再生復活さ ることに

ならない。 文は、その『社会

』を『社会 通 本』 によって理

に整理した」、「社会 通 本は、震災

復興との でいえば、 と化した地域社

会復興の 像を する上での みとし

て、また地域社会の生活に か ない 域・

の に活用できる。それによって

復興 を 正していけば、 に ラン

のとれた、 ましい復興像に すること

が になる。」と かれていました。 

201 年に 田大学出版部から出した

著『東京湾岸の地震防災  海 ン

ー は大 か』という巨大地震と 海 ン

ードの を った本の中で、 は

生の「社会 通 本」という で

海 ン ードの問題を考えていく 要があ

るということを きました。保母 生のご

は、 が いた と 旨のことを う

表現で かれていると感じています。 

 21 の現 、東日本大震災がどういう

を持つものであったのかを考えてみる

要があります。 神・ 路大震災というのは

20 に 21 の高 社会を んできた自

然災害という 面がありました。東日本大震災

には人口減 ・高 化が進行した かつ

な東 地方（ 東を ）を った

自然災害という 面と、 第一原発の事

による 域複 災害としての つ 面があり

ます。 

 

 ま  

 

東地方の大規模地震は、断層型の直下地

震としての 1 55 年 地震、海 型の

大規模地震としての 1923 年 東大震災や

1703 年 地震など、 地震という 点

で り ってみると に く発生していま

す。 

時 の 9 、 69 年に東日本大震災

と じ地域で、 じ規模の に われ

た 地震、 の東日本大震災が発生して

います。その 9年 の 7 年に 地震とい

う神奈川県の海 名 を震 とする 東の

直下地震が発生し、そしてその 9 年 の 7

年に 地震という巨大地震が 日本で、つ

まり 時 の 海 ラフ巨大地震が発生し

ました。 

東日本大震災から約 6年 が ましたが、

今 発生する 直下地震や 海 ラフ巨大

地震は、やはり一 の自然 の の中で

こってくるだ うということを ざる

を ないと思います。だから東日本大震災か

ら 6年 経ったので、 東地方に住んでいる

としてもう自分たちは 心だ うといえる

のかというと、9 のことを考えると、そ

のようなことはいえないのではないでし うか。 

も 加する 田大学理工学 の研究会

で、 大学東京の山崎 名 教授が「

たちに 要なのは かしの防災ではなく、理

解する防災である」ということを されてい

ましたが、これはとても 要なことだと思い

ます。理解する防災というのはどういうこと

か。それは、地震や の 、

地震などについてきちんと学んで、地震が

こったら をしなければいけないのかという

ことを い に えていくということだ

うと思います。 
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ドローン空撮を実施した地域

普代村

宮古市田老

山田町

釜石市鵜住居

大船渡市吉浜

陸前高田市

石巻市大川小学校

仙台市荒浜小学校

〔報告資料から〕
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大 た し
( 2017 11 )

大
( 2017 9 )

82,000 住 53,194 (100%)

住 82.0% ( 2017 11 )



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     上： のが陸前⾼⽥市の （2017 年 11 ⽉ 1 ⽇撮影） 
 
     下：陸前⾼⽥市内陸上 100 から た  （2017 年 11 ⽉ 1 ⽇撮影） 

 
     上：陸前⾼⽥市で個⼈が保存した震災遺構の建物：内陸側から（2017 年 11 ⽉ 1 ⽇撮影） 
 
     下：陸前⾼⽥市で個⼈が保存した震災遺構の建物：海側から （2017 年 11 ⽉ 1 ⽇撮影） 
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防潮堤 

 

が 1 ｍの防潮堤を東 一 に り

らす となった岩手県の の 。これ

で実 は かったのだが 。 
 長「 海岸だから する 」 

 

 

 

1 ｍの防潮堤。 ロにも

わたって作っているわけではなく、

2 0 ー 。これが 災害に

あう地域の全 になってい

るのだが。 

 

 

 学 の方から防潮堤をと

らえたもの。ま 土をしてその

まわりを ン ー で めると

いう 型の防潮堤。この型の方

がもつ があるというが 。 

 

 

 

  

市 町の
け

地 。防潮堤を

一切作らないという をしたとこ 。 

 

 

 

 

 の 陸部は 海岸の い

とこ に住宅がびっしりと建っている。

それ れの から海が見え、漁ができる

か、 が るかが、 にいてわかるの

だ。 

 

 

 

1 
 

空撮 でみる被災地のいま ドローン空撮 神奈川大学大規模災害 研究 ロ  

 

陸前高田市の現  

 

 山を崩した から土を ン   

で び 土していった。 

 

 

 

 

 

 田湾に や山が り ちている 所に

は防潮堤は作ら 、それ のとこ は湾

全体に防潮堤を 長していくというのが今

の 。 

 

 

 

 成した災害復興住宅。まわりには ち

ち ランや中 理 などが立ち

めたが、 成工事はまだ わっていない。 

 

 

 

 

山田町の現  

 

 山田町の「刑務所の塀」と される

高さ約 10ｍの防潮堤。空撮だから全体

の がわかるが、地上からでは海は全

く見えない。 

 

 

 山田町 学 。もともとは海

12ｍのとこ にあったが、20ｍの に

学 は み まれた。地 出 の用務

さんの 転で 山に し全 事だっ

た。 は今、 の高台に られている。 
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だ。 
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高台移転 

 

山田町の田 地 。 三陸

に高台移転した場所。東日

本大震災の は一 前 の

ラ を壊したが、その には か

なかった。 三陸 、この

下に住宅や公民館などの 設が作

られたが、今回全部流された。 

 

 

 大 の 。明治三陸 の

あとに一 に高台移転した地域。

ここでは は ロ ただし、

自分の漁 を見に海岸に行った漁

1名が行方 明  

 

 

 

震災 の保 問題 

 東日本大震災の被災地で、 被害を受けた建 の保 を断 する きが出てきている。震災

の として保 し りつごうとしても、 持 の 保、住民の理解など 々な問題が立ちはだか

り、被災自治体は しい 断を られている。 という 、 り部という 、 持するため

の がそ って は になる。解体するのか、 すのかという を に出すのではなく、

時間をかけて する 要がある問題である。

  

 大             

   の  
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 2017 年 9 月 27 日神奈川県地域労働文化会館において、神奈川県地方自治研究センター2017 年

度第 回人口減 問題研究会が開催され、藤 市 研究 の 武氏より「藤 市の

住宅地域における持続 な テ のあり方について」をテーマにご報告いただいた。本稿

は、その報告 をもとに 氏が き下 したものである。 
 
 
  

 
第 2 回人口減 問題研究会で報告した

は、 成 2 年度に藤 市が地域活 化セ

ンター 研究 事業として実 した「住

宅 市地域における持続 な テ

の り方の 研究」の 要である。本稿で

は、その 研究の 要を するとともに、

藤 市の住宅地としての 成を まえ、今

の住宅地の について、言 したい。 
 
 研究の  

（1）藤 の  

 藤 市は、 の 50 に し、面

69 57 、人口約 2 9 人（2017 年 9

月）、 間人口 率 0 93 の 市である。 

 2013 年度に行った「 人口 」によ

ると、 人口は 2030 年が ー で約 3 人、

高 化率は 2025 年に 25 1 （ 人に 1人が

65 上）で高 人口は 10 201 人とな

る。その も高 化率と高 は 加し

ていく。 

 生 年 人口 は 2025 年を ー に減

が続く。その も に減 する。15

下人口は、 もその も減 が続くこ

とになる（ ）。 

 し、藤 市の人口は、前回の

（2015 年）の では 23 9 人、また

2017 年度の人口（ よりの ）は

2 7 人で を上回っている状 に

ある。 

 

（2）藤 の  

 藤 市を一言で表すと「 ラン のとれた

市 を する 市」である。市民一人

とりが、 住環境の い住宅地に住み、市

に通 通学するために公 通 を 用

し、 つの大学があり、海・川・ 山・公

など自然環境にも まれる中で、生活を し

める 市と言える。 

 また、行 ー は、

大 や を中心とした

市 地を ー に、市

民センター・公民館が整

っている 13 地 を 本

に行われている。 

2017 年度第 回 研究会（2017 年 27 ） 

 

の る の て 
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 この市民セ

ンター・公民

館 で、地

をもとにし

た による

活 や 々な

ー 活 、

て・ ・

教 ・環境・ま

ちづくりなど

直面する 題

に取り 活

など、市民

活 が活発な

ことが特 と

言える。 

 

（ ）  

2025 年問題 

 藤 市の人口はまだ 加している状 にあ

るが、団 の が 75 上になる 2025 年

問題は藤 市にとって、 要な 題である。

前 した 人口 によれば、2015 年か

ら 2025 年にかけて、高 人口の を見

ると、65 上は 97 29 人から 10 201 人

へと約 1 1 の だが、75 上に ると

20 人から、66 06 人へと約 1 5 にな

る。75 上人口が全体に める は、

15 を えることになる。 

 この問題は、社会保 の 大だけではな

く、地域社会の 、 業 、 市 に

大きな を えることになる。特に地域社

会においては、生き生きとした暮らしを え

る地域の い手の減 という問題に直面して

おり、 い手を やすためにどのような手立

てが 要か問われている。 

な住宅地の  

 だけではなく においても、

働く の住まいとして、高度成長期に建設

された大規模な団地において、建 自体の

化や 住 の高 化に直面している。

化した団地を ー する には、建

や 市づくりの分 だけではなく、高 を

地域で える や テ への

加の 進など 々な 域の 、行 、市

民が し、 を見通した団地再生が

く取り まれている。 

 藤 市の 表 な住宅地である「 ライ

フタ ン」はいわ る の団地より

は整備が し になり、1970 年 から

19 0 年 前 にかけて整備されている。し

かしながら、市民からは い手 問題や団

地再生問題について、 くの 見があり、

行事 を 考に、今から取り き 題と

考えている。 

  

 の  

（1）  

 地域 テ の 化は、 化

び の 進が まって生じた公 の

化と、そのことから生じた の 体化の表

 藤 の  
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れであり、 高 社会においては、この

の復 または たな が 要となる。 

 そのため、この 研究では「 高 化の

進 」と「 テ の 化」による地

域 題を整理し、 題解 のための手 につ

いて、 ） な地域活 の場、 ）活 に

加する人、 ） 加しやすくする ー 、 ）

これらの ・ ー の つの 点 

から し、持続 な テ の り

方を し、その 成に する を す

ることを とした。 

 

（2）  

 の手 は 行 な 研究を ると

ともに、市 で住宅地域と高 化状 という

から、市 13 地 で高 化率が最も高

い地 である 大 地 と 2 に高い

地 を 地 とした。 

 市 での は、 地 の人口 向や

々な 設の状 び市民活 の状 を

た上で、 の場となりうる 場所 につ

いて、実 に現場に き、 場所 の活

状 や めたきっかけ、 について、活

や 営に わっている人への ン

を に行った。  

 

（ ） の  

 は市 2地 としたが、本稿では

面の 上、2025 年問題の を最も受

けると される 大 での を

する。 

 

 の  

（1）201 年度の の  

 201 年度に、藤 市では 大 地 の

団地第 1 自治会約 00 の 住

を に、団地再生にかかる ン ー

を行った。その は、 規模は さくな

っていること、 が 61 上では年

入が く めること、建 の 化や

ーターがないことへの が高いこと、

所付き いでは はするが、 事を行う

などの い にはないこと、住民 の

け いは 要と考えていること であった。 

 また、 の で 考とした、地域にお

ける高 の 場所問題について、20 年

上にわたって 体の活 をしている「いこい

の  みん」（ 市 ）の活 も報

告している。 

 

（2）  

 「人口減 社会における 流・ 生

のまちづくり」は、全 市長会と日本 市セ

ンターが で設 した研究会での成 をま

とめたものである。 間の ラン をとり、

地域社会で市民が え う みをいかに

てていくかという のもとに、 と地方が

取 き 題と について 言している。 

 えば、「人口減 社会における

流・ 生の ンの 」「 流・

生に取り ことができる地域社会の

みをつくること」「地域社会の発 につなが

る住環境 への取 を 進すること」など

6 の 言をしている。 

 このような 言をするために、全 3 自

治体の事 を しているが、本 研究の

手 もこの 方 に いと言える。 

 

 大 の  

（1） 大 の の  

 大 地 は、1960 年 の な

人口 による な市 化を防 ため、

かな住宅地の開発と 業環境の保全・整備

を として、「 市と 業の するまち

ライフタ ン」の まちづくりが市

によって行われ、1970 年 から 19 0 年

前 の間に くの人が住み め、約 3 2

人前 の を 成している。 

藤沢市の住宅地域における持続可能なコミュニティのあり方について　15
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（2）  

大 地

はこの 年で

に高 化が進

み、2015 年現

高 化率は

2 1 であり、

市 で最も高い

地 である（

）。 

 加えて、75

上の高

は、2015 年

からの 15 年間

で 2 になるこ

とが されている。 

 

（ ） の状  

 に整備された であるため、地

の 中 に、市民センター・公民館と市

民 館が され、 学 は 所、中

学 は 2 所ある。公 は 公 を中心

に 17 所整備されている。地域の人たち

の活 の場でもある市民の は 所、

どもたちの の び場である どもの

は 1 所、町 会館・自治会館・集会所

は とんどの町 会自治会が所 している。

このことは市 地 とは なる 大

の特 である（ ）。  

 

（ ） の状  

自治会町 会 

 自治会町 会は 団体、加入率は

7 である。 とんどの自治会町 会に会

館・集会所があり、活 の 点となってい

る。 営上の 題として、 が な

いこと、なり手がいないこと、 は 1年

のため 続 な取 が進まないことが

あげられる。 
 大 の  

 大 の  
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市民センターを とした活  

 市民センター・公民館を ー にした活

は の地 と の 会 が設 されて

いる。自治会 会、生活環境 会、防

会、 通 全 会、 年 成

会、社会 会、 人 ラ 会、民

生 会などである。 

その の活  

 学 を とした活 では、社会体 興

会、 ども教 があり、より

い 点でみると、 ラ 生活 活 、 

ランテ センター活 、自然環境保全活

、 活 など である。 

 

（ ） の  

 201 年度の ン ー も である

が、 大 地 の市民からは、 々な会

を通して、 テ 活 の活 化や団地

の のことなどについて くの 見が

られている。 

 大 地 土づくり 進会 （ 土づ

くり 進会 は 13 地 に設 。）は、「10

年 を見 えた 大 地 のまちづくり」

（2016 年 3 月）をまとめ、高 、

ども・ て 成 、 テ 活 の

活 化の 3つをまちづくりの とし、 ごと

に 体の取 を している。 

 また、市民と市長の 見 会においても、

ライフタ ンの再活 化のための 体

づくり、地域 での住宅に する 体

、 の 住 進、高 の移 手

の 保、 人 保のための ランテ

度の 、インター を活用した

高 の見 り体 の 実など、行 にとっ

て 要な 題を に き りにしている点で、

これらの 見は に 要と言える。 

 

 

  

 の ン  

の 理 ー の  

 行事 の や地 の現 の をする

中で、 題を整理すると、 ）高 や

て の状 について ）人と人のつなが

りについて ） テ 活 の場につ

いて ）住環境について ）地域の

成について ）人 成について ）

その の つに分けられる。 

 題を解 する方向 を するため、前

の 点をもとに 下の つの テーマを

設 し、実地の ン を中心に

した。 

） 場所の と今 の  

）地域のつながりをつくるための

の  

） 加 ー としてのロ の活用 

） テ 活 化のための住宅地の

イン 

 

 の の  

（1） の  

 人々が住み れた地域で暮らし、生活して

いくためには、地域の 々な方々による え

いと見 り、 るやかなつながりを で

きる 場所が大切である。 

 気 にいつでも立ち れる 場所として、

ロン、 フ 、 活 、一人 らし高

の日 生活 、体 ・ など の活

、 学生の の び場など、 な

と タイ がある。 

 

（2） ン  

 大 地 では、10 所の 場所を

問し、 営体 、 、開催 度、 、

体 活 、 と などについて、

ン を行った。その の 要を

として す。 

から見出されたことは の 6点である。 

藤沢市の住宅地域における持続可能なコミュニティのあり方について　17



 20

ン センター  
（ ー の 部 り ）

場所の は である 

 場所には、 ） の町 会館や団地集

会所、 ）地域市民の や学 の空き教 、

）民間の 業 設や事業所、 ）空き

や空き 、 ） 規模 設、 ）

・教会などが活用されている。  

大 地 では、 、 、 、 の ー

がある。 

活 の 体も である 

 場所の 営 体は、 ）自治会・町 会、

）地 社会 会、 ） 年 成

会・ どもの 営 会、 ） な

ど市民活 団体 が っている。 大 地

では、地 だけではなく、 々な 体

が活 している。 

場所を れる人は にわたる 

 ）高 が中心、 の どもたち、 

   て中の が中心 

 ） を しないと高 や どもた 

   ちが集まり、 流が まる。 

その としては、いつでも気 に立ち

れることにより、 のようなことが言える。 

 ）気 に し える 人ができた。 

 ） みを聞いてもらえる 会となる。 

 ） から出かける 会が えた。 

 ）いつでも立ち れるのが い。 

 ） 心地がよい。 

 ） が の感 で れる。 

などである。 

によって、 え う づくりが

進 ことである。 えば、 

 ） 場所には、 を持つ人が く

わっている。 

 ） 事については、学 、市民センタ

ーなどとの を る。 

 ） 場所に わる人によって、 から

へとつながる。 

などの わりが生まれてくる。 

を くには、 の見える をつ

くることである。その 、 

 ） や み事の ができると、

が生まれる。 

 ） と の見える づくりが地域

テ にとって大切である。 

ことにつながる。 

 

 の り く の 

の  

（1） ー ー ン 

 場所の でも、 の は 要

であることが されている。 高 社会に

における の考え方としての「藤 型地域

テ 」を実現するための一つで

ある「地域づくり」において、地域の 体

の 実のための として、2016 年度か

ら、 大 、 会、 の 3地 に 1名

つ （ テ ・ ー ・ ー

ー）を した。 は地域住民の 々

な り事の に り、 り事に する

の  
（ ー の ） 
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ため、市民センターや学 、市の 部 に

し、 整を っている。 として

大 地 を している 氏は、地域との

、住民の理解を るには、 の 事

を通して、自ら をかくことが イン であ

ると している。 

 えば、ごみの 付けを通して を

つくり、 じさわや地域の民生

にもつなげて本人と一 に考える。地

の 中高や地 社 との 報 を行い、

流を る。そしてこのようなつながりから

地域の 場所と している。 

 その中での 題としては、 度の 間に生

じた問題の解 を るための 度を 案する

ことも考えられるし、地域の 題を地域がど

う受け止め、 化し、どのように解 を

るかなど 々ある。 

 藤 市の 場所には、 を持った人々が

いて、 場所での を 部 に え、

つないでいる。 

 

（2） の の大  

 の 成ということで、 ー

タ という がしばしば 用される。

ー タ とは、人々の 行 を

活発にすることによって、社会の 率 を高

めることのできる「 」「規 」「

ー 」といった社会 の特 のことをい

う。その は、「社会全体の人間 の

かさ」を すると言われている。 ー

タ の 成と市民活 の活 化は

いに高め う にある。すなわち、 の

成は地域 テ の活 化ともつなが

っているといえる。 

 このような「 」という を する

ことの大切さについて、 つの事 を す

る。 

 っと の取り み 

 っと は 大 地 で ン

をした 場所の一つである。 場所を める

ために取り んだ「まちづくり ン ー 」

が を めることにつながっている。

2015 年 月から 6 月に実 した ン ー

は 大 地 の 部団地の方々を中心に行

ったが、 全 が「住み れた地域で暮ら

し続けたい」と回 している。それをきっか

けに、住み続けるために 要な、高 が

やすい 場所づくりを めている。 ン ー

を 面 で行ったことから高 と と

の見える をつくることができたことが、

を めていると っと の は

っている。 

ー が の取り み 

 ー が は 県佐 市にある ー

タ ンである。この ータ ンの特 は、

「成長 理型」の開発手 をとり、 年の分

を 200 と めていることにある。そ

のため、入 する が一 の年 に さ

れないようにしている。 

 開発 も、入 している約 7200 を

理会社が年 回 問し、 への や要 を

かく聞き取りをしている。この聞き取りに

よって、 理会社と住民との を

し、空き にも 立てている。  

と の見える  

 どちらの事 でも であるが、 面して

の聞き取りを行いながら、 っていることの

にのったり、解 につなげたり、 場所

に出かける 会を作ったりしている。 

         （ の 事 ）
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 それは、 っくりとした中ではあるが、

と の見える をつくることが、

を くことにつながっている。  

 なお、 つの テーマのうち、「 加

ー としてのロ の活用」については、

場所の ン と 時に、高 が

集まる場を中心に、 ー ンロ

の実地体験を行った。実地体験の か

らは、高 も興 を したが、 どもたち

も、一 に ったり ったりするなど大いに

興 を した。そのため、 きこもりがちな

高 を テ の場に う手 として

よりも、 どもと高 が集うイ ン での

活用、 流の ー にした うが い

のではないかと考えられる。 

 また 宅の高 にとっては、 し 手や

時の えになるとの 見が い。 

 このようなことから、 ー ン

ロ の活用については、 な にと

どめる。 

 

 の の

の ン 

1 の  

 藤 市の住宅地は、高度成長期における

の人口 加の に するため、 市

インフラも めて に整備を進め、また

住 の ラン も考 しながら進めて

きた。そのような手 をとりながらも、

大 地 や 地 の一部では一 の時期に

整備されたことから な高 化が進んでい

る。また、 な住宅地として するため、

住 用地域の用 が くを めている。 

 高 社会を え、地域の テ

の活 化が められる中で、 一 な を

もつ 化した ではなく、 な を備え

た が 成されることが になってくる。

年、 市づくりのテーマとして、「

ー （複 の用 をあえて さ て わ

いを 出すること）」が見直されている。 

 大 地 の 場所として ン

をした 設がどの用 地域に立地している

かをみると、集会所の場 は中高層 は 層

の住 用地域が であり、 業 設の場

は 業地域、事業所の場 は住 地域

である。 

 の建 を活用して たに 場所を 保

しようという みは、 高 社会において

要である。その に住 用地域であると、

建 上の用 に が生じ、 っかくの 場

所の 保が しくなる がある。 えば

住 用地域に建てられる集会所では、食事

を する食 を備えることはできない。 

ライフタ ンでは、 要な道路沿いは

沿道 用が な用 に されているとこ

が く、 場所の空間としても活用されて

いる。しかし、 層住 用地域においては、

より に 場所が められるようになる。 

今 、 場所の立地場所の 整理や用

地域による建 の用 との整 をどの

ように るかが 題となる。 

 

2 の り  

 に くの 住宅を所 する

市再生 は、201 年 1 月に「 高 社会

における住まい・ テ のあり方

会」の最 とりまとめを公表している。 

 その を に する。 

 が たす として、住み れた地域

で 宅 ー を受けながら最期まで住み続

けること（   ）、

テ の 成により の 流 進と

に えあう みを 入することをあげて

いる。 ー のあり方として、

び地方自治体が中心となって、地域 な

会 を設 すること、また 間の

整 の ー ー を実 することをあげ

ている。そして、団地 びその 地域の再
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生のあり方として、住み替え 、高 に

しく、また 出を すような団地の環境整

備などの方向 を している。 

 ライフタ ンには、19 0 年 前 と

1990 年 前 に建設された分 び 住

宅が くあり、 高 社会に向けた が

められているが、 した の方 は藤

市として 考となる。住み れた地域で最

期まで かに暮らしていくために、住宅の

理 、 住 、 、自治体、

な活 をしている からなる「（

）地域 会 」をつくり、 題の い出

し、 報の 化、取り み事 の学 を

行い、 の見える の が大切となる。 

 

の り 事  

市 台団地 

 市の 台団地（ ）では、 が

団地に 宅 設 の を り、地域

テ 実現に取り んでいる。 え

ば、 ー 付き高 向け住宅と 宅

を めた 2 時間の 宅 テ の み

わ による地域 テ の実現に

取り んでいる。 

 光台団地 

 光台団地（ ）では、団地再生と活

化のため、「 ン 光台」という

ロ を め、 からなる「 ド

イ ー会 」、学 ・まちづくり 会、

行 からなる「 会 」を ター

さ 、 ラ など地域活 の ー をつ

くり、 テ の活 化の し いの場

やイ ン の実 の場などの を たして

いる。さらに、2015 年 3 月から「団地の

ロ 」が ター している。 

ータ ン 山団地 

 入 0 年 上経つ ータ ンの

山地 は高 化率が 30 を え、高 化

問題が顕 化している。 

 中高層住宅が 山団地の 1 にある空

き を活用して、地域住民の 流の 点

「 山 」が地域の をつくっている。

この は、2002 年から活 が まり、

200 年から「特 営 活 人 」

が 営に わっている。 

 地域で高 が生き生きと ごすことがで

きるように ー する 高 事業 、

て中のお母さん・お さんに「 場」を

しつつ ての や手 けを行う

て 事業 、高 と て の 流

の 会 を行っている 流事業 、

地域 テ がさりげなく見 りをし

う づくりを行っている まちづくり事

業 の つが インである。 

 この さな ー で 開される光景は、

が自分のできる で わりながら、

しい社会をつくりあげていくためにはどう

したらよいかを模 する でもある。 

  

 これらの三つの事 は、 と住宅との

、 のつくりかた、 テ の 持

の 方という 点から、団地を再生していく

ための取り みとして 要とされること

と考える。 

 

（ ） の  

 空き は の活用という 点だけで

はなく、高 の 場所、 テ

フ 、 館、移住 向け住宅、 活 の

場、学生の住まい、 ランなど な用

藤沢市の住宅地域における持続可能なコミュニティのあり方について　21



 2

で活用されている。 えば、京 市では空

き をまちづくりの として え、 しい

活用方 の 案を 集し、 ロ

に ばれれば 修 を する も行

っている。 

 このような空き 活用の 考として、 問

を行った 田谷 の「地域 生のいえ」

の取 を する。 

地域 生のいえ 

 「地域 生のいえ」は（一 ） 田谷 ラ

まちづくりが にある自 所 の ・

建 を活かして、地域の公 かつ営 を

としないまちづくり活 を える場をつく

うと考える ー ーを している 度で

ある。200 年から ター し、現 20 所

となっている。 てを する場、 ども

たちの地域の 場所、高 や がい の暮

らしを える場、地域のまちづくりを す

る場など である。 

 200 年 9 月から ての 点として活

している「 の 」は空き部 を活用し、

て中の を に、1 の 間と を

地域の の のような 気で、気 に立

ち れる の集いの場となっている。 

 さらに 田谷 では、 田谷 ラ まち

づくりの取 として、「空き 地域 活

用 口」を 2013 年 7 月に開設し空き

の活用を っている。 

団地の空き を活用した事  

 大 地 の「 るんとびー 」は

団地の し を活用して、 規模 型

設を 営するとともに、自ら し に 住

し、 住 として 理 にも 加し団地

住 との 流を っている。高 の生活

を行う中で、生活 を行う人たちの

て を行う みづくりを みている。 

 地域での え いを 本に、地域に住 、

地域で働く、地域のまちづくりを進めるとい

う活 は、 テ 活 の しい方向と

言える。 

 

（ ） の く 

 テ の活 化のために、住宅地に

かかる 題解 の 口となる 地の 々な取

を すると、地域の実 や特 を まえ

た住宅 の立案が められる。 高 社

会を え、 の住宅 は、「住生活 本

」が され、住宅の の 保から、住生

活の の向上へと大きく転 している。住宅

の 開、 分 との 、

地域の実 を まえたきめ かな 開

が 本とされている。市町 の住生活にかか

る 本 な については、地域特 を ま

えるとともに、まちづくり 、

との して を実 することが 要とさ

れている。 

ー

の  

の  
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10 の の り

く  の   

（1）  

 持続 な テ の 成に向けて、

ここでは つの考え方を したい。 

 一つは、地域の な人 や場をつなげる

「地域のつながりの の 進」である。

の には の見える づくりが

イン であるが、その方 としては 問活

（ ー 活 ）の実 が 本である。 

そして地域のつながりをつくるには、 々な

場所にいる ー ー ンを発 し、その経

験を活かすことである。 

 つめは、「 な地域 を活用した

が 流できる場の 」である。 場所

の 期の は、 どもだけ、高 だけを

とした ー でも、 間にわたって気

に立ち れる場が まれる。 場所の

としては、 の建 地域 を 活用

するという 点が大切である。 

 三つめは、「 え いと け いを 進す

る人 の発 と 成」である。人 の発 に

は、地域という現場での活 を通して 成す

ることが である。地 社会 会や民

生 の活 、 の活 は地域

テ の 持とともに、高 の に大き

な を たしている。現場での経験 を高

め、活かすことが人 の 成につながる。 

 つめは、「 テ の持続のための  

場と みの 」である。13 地 の市民

センター・公民館、 学 の地域市民

の 、地域 どもの 、 学 の空き教 や

の町 会館や団地の集会所、 フ など

が、つながりを持ち、活 を続ける場となり

うる。 

 そのために、地域で活 する人たちが、場

を りて 営していく みが大切である。

藤 市の「地域の 事業」は テ

活 の場と 営を保 する とつの みで

ある。空き の活用もその一つである。 

 

（2） の  

 住環境の再生に向けてここでは つの考

え方を したい。 

 一つは、「住まいを中心とした 学

を え いと け いの とする」こと

である。藤 市 では、 学 を とし

て地 の ー ン大会が開催され、

それが町 会自治会活 の えとなってきた

がある。また、地域市民の は一 学

に 所という考え方を 本に市が整備を

進めてきた 設である。この地域の を

「 場所」など に活用し、地域の え

いを 成することは大切である。また、 成

27 年度から進めている「地域の 事業」

においても市民の の活用が られている。 

 つめは、「住まいとまちの環境の再生」

である。 高 社会に直面する中で、住宅

の を活かしながら、 住 の 心

全を 保するための住宅 を進めることは

市町 にとって 要な 題である。そのため

に、住宅マ ター ラン（住生活 本 ）

を し、住宅 を 部 など 部 と

し に 進することが められてい

る。 

 大 地 は、集 住宅が く、その

理 体は、 、県住宅 公社、県、市、

民間 と 々なので、住まいや テ

の再生について、自治体、住宅の 理 体 、

住 、 をはじめ な地域

活 をしている からなる会 体をつく

り、 学 に住宅環境の特 を まえ

題の い出しや 報の 化を行い、

間の の見える をつくることから タ

ー することが 要であると考えている。 

 また、 テ 活 の場として空き 、

空き という を活用することは、これか

らのまちづくりにとって大切であるので、
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田谷 の「地域 生のいえ」の取 などを

考にしながら、藤 市の実 に わ た空き

の 活用を る 要がある。 

 三つめは、「民間事業 や との

」である。これからの 住環境の再生に向

けては、公 な住宅 事業 、民間の住宅

の事業 、 との がますます

められる。 

 住宅 保要 に する 住宅の

の 進のためには、全 道 県で設 され、

市町にも最 設 事 が えている「 住

会」への が められる。 

 つめは、「 住 が する みの

」である。 ライフタ ンの へ向け

た ター のためには、 えば 光台団地の

「団地の ロ 」のような取 を、

ター さ てもよいと考える。2025 年に、

ライフタ ンは めての入 から 50 年

を える。そのときまでに ライフタ ン

の を くことが 要と考える。 

 

11 ま 会の

の の  

  

高 社会を える中で、地域でのつな

がりを げ、 ー を受ける も、 す

る も いに え うという テ を

の住宅地域で、どのような み

によって、どのような地域の を活かして

成していくかが 要となってくる。 

 その として、今回の をした から

えば 大 地 で すとしたら、どの

ようなまちが いかを三つあげておきたい。 

 一つは、「市民生活のあら る場面で市民

が 人公であるまち」である。 どもから高

まで もが気 に立ち れる場所があり、

人々が るやかにつながり、 いに （そ

の人の といえる）を めあう場が大切で

ある。そして、そのような場は、市民が し

つ を出し い、 営し、 げていくこと

になる。自治、 、 流、つながりが ー

ードとなる。 

 つめは、「 いて生活ができ、 いて

しいまち」である。 市で生活する が集

約されており、 ち いた みと自然 か

なみどりが生活に いを える。住宅地の中

に、 な ー を 受できる テー

ンがあったり、 間と や を し 場

所があると、 に出かける 会が え、

にも い を えるようになる。 

 三つめは、「住まい・生活の場、働く場、

学 場、 と の場が整えられているま

ち」である。それ れの場で、市民の な

の が られ、 が生まれ

成されることが、生き生きとしたまちにつ

ながっていく（ ）。 

 大 地 はこうした三つのまちの を

体現できる市民活 と地域 を備えている

と考えている。 

 1970 年 から整備されてきた「

ライフタ ン」は、 建住宅と中層高層の

住宅が、 ラン よく建設されている

ータ ンと言える。2025 年を えると年

成は 高 化になる。 ライフタ ンの

特 を活かした「まちの再生」のためには、

10 で 案した みづくりを、ま ター

さ ることが となる。 

本稿の は、著 の 見であることを

付 する。 

 会のまちの  
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2017 年 11 月 19 日、公益社団法人神奈川

県地方自治研究センターの第 16 回総会(臨

時)が、地域労働文化会館で開催された。当

センターの理事・監事のなかで所属する労働

組合の役員改選に伴い、当センター役員の交

代が生じたため、臨時に総会を開催し新たな

役員の選任を行った。 

総会の出席会員は、総会員数 76 名に対し

54 名(委任状等を含む)、議長には、海老名

市職労の近藤直樹さんが選出され、議事進行

にあたった。 

改選となった理事は２名、監事１名で、す

べての候補者は出席会員全員の信任を受け新

役員に選任された。任期は、前任者の残任期

間である 2018 年６月の定時総会終結のとき

までとなる。 

また、業務執行理事・副理事長の千葉信夫

前自治労県本部委員長が退任したため、総会

終了後に理事会を開催し、後任の副理事長と

して蓼沼宏幸自治労県本部委員長を選任した。

新役員体制は次のとおり。 

 

《新役員体制》 

【理事 (定数 15名)】   

黒沢 一夫(理事長)  

林  克己(副理事長)  

蓼沼 宏幸(副理事長)：新任 

榎田 利彦(常務理事) 

大沢 宏二(常務理事・事務局長)  

岡  眞人  

佐野  充  

佐藤 孝治  

半澤 彰浩 

横山 純子  

板橋 洋一 

中野 雅臣  

芹沢 秀行  

的場 信也：新任 

嶋  清和 

【監事 (定数２名)】 

北村 理美 

依田 俊一：新任 

 

なお、総会では 2018 年３月までの神奈川

自治研センターの研究会等のスケジュールも

公表された。主な予定は次のとおり。 

【第 17回総会】 

■日時：2018年３月 16日(金)14：00～ 

■場所：神奈川県地域労働文化会館 

■議事： 

第１号議案 2018年度事業計画(案) 

第２号議案 資金調達および設備投資の 

見込みについて(案) 

第３号議案 2018年度予算(案) 

【総会記念講演会】 

■日時：2018年３月 16日(金)15：00～ 

■場所：神奈川県地域労働文化会館 

■講師：其田茂樹さん 

（(公財)地方自治総合研究所研究員) 

■内容：公共交通政策について(仮) 

（公社）神奈川県地方自治研究センター 

第 16 回総会（臨時）の開催報告 

編集部  
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 編集後記

　神奈川県立がんセンターにおける重粒子線治療の存続危機が報じられたのは昨年12月のこと

であった。放射線治療の専門医が相次いで退職の意向を示し、「先進医療」に指定された治療継

続が危ぶまれたこの問題については、県がひとまず医師の人員配置要件を確保し、1月24日に

3月末までの治療継続の見通しが立ったことを明らかにした。県は120億円を超える予算を投じ

て、世界最先端のがん治療施設として重粒子線治療施設を建設し、2015年12月から稼働させて

きただけに、知事の肝入りで問題解決に取り組んでいるようである。

　とはいえ、この間の医師不足の影響で患者の新規受け入れは制限され、前年同時期の約4分

の1に減少、重粒子線治療を受ける患者4人が他の医療機関に移ったとされる。県が原因究明の

ため設置した調査委員会は、退職した放射線専門医と病院を運営する県立病院機構とのコミュ

ニケーション上の問題を指摘したが、医師と運営側は、藁にもすがる思いで先進治療を望む患

者の存在をどう捉えていたのだろうか。各地で公立病院の独法化は進むが、医療提供に関わる

行政の責任とリスク管理は不可避のはずである
 

（谷本有美子）

巻頭言
　１月２２日、１５０日間にわたる第１９６回通常国会が開幕した。安倍首相は今国会を「働

き方改革国会」とし、残業時間の上限規制を柱とする関連法案などを重要課題と述べて

いるが、やはり気になるのは改憲の動きだ。首相は、施政方針演説では「国のかたち、

理想の姿を語るのは憲法です。各党が憲法の具体的な案を国会に持ち寄り、憲法審査会

において議論を深め、前に進めていくことを期待します。」と述べるにとどめ、各党議論・

憲法審査会での議論に委ねる物言いとしている。しかしながら、同日の自民党両院議員

総会では、憲法改正について、「いよいよ実現する時を迎えている」と表明しており、や

はり胸中では今年中の改憲発議を実現する腹づもりだろう。

　改憲議論の中で、クローズアップされているのはやはり９条の問題。

　首相は、自衛隊について「違憲の疑いを指摘されている現状を解消したい」ことが９条

改正の理由としている。しかし、政府は、現行憲法でも「合憲」であると解釈しているし、

私が所属する自治労の考えは置いておいても、現実の問題として国民の多くが自衛隊の

存在を認めている。

　軍備の強化や軍隊の創設を求めているのかと思えば、９条１項（戦争放棄）、２項（戦

力不保持）を堅持するとも表明しており（自民党改憲４項目では２項は維持・削除の両論）、

あえて、改憲する必要があるとは理解しがたい。また、政府が言うとおり集団的自衛権

の行使は合憲ならば、そのことからも改憲は必要ない。

　自民党改憲４項目では、幼児教育など教育全体の無償化、国政選挙における合区の解消、

緊急事態などもあるが、これらについても、現行法の整備で対応できるという意見もある。

首相は一体何が目的で憲法を変えたいのか？

　首相の改憲への思いの中核は「戦争のできる国」への布石と思うが、最近の言動はちょっ

と異なって見える。国会においては改憲勢力が両院で３分の２を超え、憲法改正発議の

要件を満たしている。今なら改憲できる。言うなれば、今まで誰もやっていない「憲法

改正を成し遂げた」という実績を残せる。いつのまにかそこが目的になっている気がする。

　実際にそのレールに乗ってしまえば、残るは国民投票。２００７年衆院法制局の試算によ

ると、国民投票には約８５０億円の費用がかかるとのこと。個人の実績残しに費やすには

あまりにも膨大な費用だ。

　言うまでもなく、憲法は国の統治の根幹となる基本的な原則をさだめるものである。

熟議こそあれ変えることが目的になるのはもってのほか。ましてやその後ろに改正では

なく改悪がみえるのであればなおさらのこと。立法の最高府における野党の奮闘を期待

する。

何
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